いわき市体育施設ストック最適化事業に係る
地域活性化起業人募集要領


　いわき市では公共施設の老朽化が進み、今後も維持管理費の増額が見込まれるなかで、
令和８年度から、市内体育施設のあり方を検討し、統廃合等を進めていくとともに、拠点
となり得る施設の再整備をPPP導入なども検討しながら、本格的に実施していくことと
しています。
　拠点施設の再整備にあたっては、体育施設を単なる「運動する場所」ではなく、誰もが利用できる多機能性や地域活性化への貢献、収益性を併せ持つ持続可能なまちづくりのひとつとして、多角的な視点で検討していきたいと考えています。

１．募集概要
　　総務省の「地域活性化起業人制度（企業派遣型）」を活用し、市内体育可能施設に係る
本市の自治体業務の向上や、地域課題の解決、魅力向上を図るため、スポーツ振興課の一
員として、そのノウハウや知見、ネットワークを活かし、以下の業務に主体的に従事いた
だける人材（企業）を募集します。

２．業務内容
　　今後、集約先等として活用していく体育施設について、派遣社員はスポーツ振興課の職
員と共に、以下の業務に従事していただきます。単なる助言・提案にとどまらず、主体的
に実務を遂行することを求めます。
(1)　体育施設等の有効活用
・各施設の各施設の強み、役割、ターゲットの明確化
・市民ニーズの把握と地域課題の分析
 (2)　体育施設がつくる地域活性化
　　　・イノベーション推進によるスポーツと他産業の融合
・施設の維持・管理・運営に係る地域イニシアティブの導入
・企業等が体育施設を利活用しやすいシステム構築
(3)　再整備する体育施設の収益性向上
　　 ・複合化、リノベーションの検討
　　 ・多目的利用、交流拠点化に必要な機能の検討

＜業務推進のイメージ（予定）＞
　▶令和８年度
　　・市内体育可能施設に関する情報収集からの現状分析
　　・施設の安全性・機能性等の現況評価における各施設の実態把握
　　・上荒川公園再整備基本構想策定における拠点化推進案の検討
　▶令和９年度
　　・施設に関するニーズ調査、分布等の環境評価における各施設の実態把握
　　・上荒川公園再整備基本計画策定における複合化・イノベーション等の検討
　　・上荒川公園再整備実施方針策定における民間企業とのマッチング
　▶令和10年度
　　・個別施設計画改定に向けた各施設の方向性、整備手法の検討と利活用促進
　　・上荒川公園再整備に向けたPPP導入に係る構想、計画等反映
　　・上荒川公園再整備に係る要求水準書作成に向けた施設機能検討
　　
３．受入開始期間と募集人数
　　受入開始　令和８年４月予定（具体的な受入れ開始月日は協議の上、決定します。）　　
募集人数　１名

４．主な募集要件
　　次に掲げる要件の全てを満たすこととします。
（1）次のいずれかに該当する者であること。
　　ただし、入社後３月未満の者及び企業等からの派遣の際、現に受入れ自治体の区域に勤
務する者を除く。
ア　三大都市圏（国土利用計画に基づく埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、
愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。）に所在
する企業等に勤務する者（三大都市圏に本社機能を有する企業等にあっては、三大都
市圏外に勤務する者を含む。）であること。
イ　三大都市圏外の指定都市、中核市及び県庁所在市（以下「指定都市等」という。）
に所在する企業等に勤務する者（三大都市圏外の指定都市等に本社機能を有する企
業等にあっては、三大都市圏外の指定都市等以外の市町村に勤務する者を含む。）で
あること。
（2）以下の要件を満たす者であること。
ア　派遣期間の各月において、受入自治体の開庁日の半分以上で受入自治体の区域内
において業務に従事すること。
イ　派遣期間の全期間において、受入自治体の開庁日の半分を超えて受入自治体の区
域内にて業務に従事すること。
（3）地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当しないこと。
（4）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に掲げる暴力団等の反社会的勢力と
関わりがないこと。
（5）普通自動車運転免許を有している方。

５．派遣形態
　　派遣元企業の身分を有したままとする在籍派遣となります。
　　給与等の支給、社会保険、雇用保険等は派遣元企業の規定によります。

６．派遣期間
　　６カ月以上３年以内。市と派遣元企業の協議により期間を決定します。
　　ただし、当該負担金の予算成立を条件とします。

７．勤務地
　　派遣期間中は、いわき市内で勤務するものとします。

８．勤務条件
（1）派遣社員の勤務時間、休憩時間及び休日等は本市の条例、規則その他規定に従います。
　　ただし、本市と派遣元企業との協議により調整できるものとします。
　　・勤務時間　　原則８時30分から17時15分まで（休憩１時間を含む）
　　・休　　日　　土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29
日から翌月１月３日までの日

９．費用負担
　　派遣社員の給与、賞与及び諸手当は、派遣元企業の定める支給基準に従い、派遣元企業
が派遣社員に直接支給します。
　本市は社員の派遣、従事に要する費用として、派遣元企業に対し、年間590万円を限度
として負担します。

10．応募方法
（1）募集期間
　　  募集開始時から募集人数に達するまで
（2）提出書類
　　①地域活性化起業人申出書（様式１）
　　②派遣企業概要書（様式２）
　　③派遣社員職務経歴書（様式３）
　　　保有資格については、証明できる書面の写しを添付してください。
（3）提出先
　　   持参又は郵送又は電子メールにて提出してください。
　　  なお、メールの場合にはタイトルを「地域活性化起業人に係る応募について」として
ください。


　   　〒970-8686
　　　  福島県いわき市平字梅本21番地
　　　  観光文化スポーツ部スポーツ振興課　スポーツ施設係
　　   メールアドレス：sports-shinko@city.iwaki.lg.jp
　　   電話：0246（22）7504


11．応募後の流れ
（1）応募書類を基に、派遣元企業の担当者、派遣予定社員と面接（オンライン可能）を
実施し、選考結果をメールで通知します。
（2）選定された派遣元企業と市にて受入れ条件や費用負担、事業に関する協議等を行い、
協議内容に基づく協定書案を作成します。本市と派遣元企業でそれぞれ合意の上、協
定を交わし、派遣を開始します。

12.　予算に係る措置
本件は令和 8 年度当初予算の成立を前提としています。当該協定の締結に係る歳出予
算において減額または削除があった場合、本募集に基づく協定の締結を行わない、また
は協定の内容を変更・解除する場合があります。

13．留意事項
（1）地域活性化起業人の要件等の詳細は、総務省の「地域活性化起業人制度推進要綱」に
定めるところによります。
（2）応募に関する一切の費用は、派遣元企業の負担とします。
（3）提出された申込書等の書類は返却しません。
（4）申出書等の審査内容及び審査経過は原則として公表しません。
（5）審査結果について、一切の異議申立てをできないものとします。
（6）募集スケジュールに変更がある場合は、その都度、派遣元企業に通知します。
